
「家庭用品危害情報制度」構想について（要旨） 

 

１ 目  的 

   家庭用品に使用される化学物質による人体危害について早期に、多

面的に情報収集を行い専門家による評価等を通じて、所要の危害拡大

防止等の対策を決定し、これを速やかに推進することによって家庭用

品の安全を一層確保することを目的とする。 

 

２ 制度の機能と構成等 

（１）情報収集サブシステム 

家庭用品に含有される化学物質による危害についての情報を、アモ

ニター報告（皮膚科・小児科）、イ地方消費生活センター、ウ各種学

会、国公立試験研究機関、文献、新聞等、並びに、エ都道府県政令市

家庭用品主管課から収集する。 

（２）情報分析、評価等サブシステム 

収集した情報については、必要に応じ現地事例調査、分析試験、文

献検索等事前作業を行うほか、モニター病院連絡会での検討ののち、

重要なものは専門家会議（危害情報部門）において化学物質と危害と

の因果関係及び所要の対策について専門的検討を行う。 

（３）安全対策推進サブシステム 

回収命令に基づく回収、製造中止等の事業者指導、各種毒性試験の

実施、消費者啓発など所要対策を推進する。 

（４）情報管理サブシステム 

将来コンピューター化を前提として、当面カードを利用し蓄積管理

する。 

 

 ３ その他 

   本制度は、モニター病院を中核として昭和５４年５月１日から発足

し、逐年充実させることとする。 




